
【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年６月29日

【会社名】 株式会社ＡＴグループ

【英訳名】 ＡＴ－Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　山　口　真　史

【本店の所在の場所】 名古屋市昭和区高辻町６番８号

【電話番号】 (052)883－3155(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　加　藤　善　郎

【最寄りの連絡場所】 名古屋市昭和区白金三丁目18番26号

【電話番号】 (052)883－3155(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　加　藤　善　郎

 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
 

EDINET提出書類

株式会社ＡＴグループ(E02514)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

平成27年６月26日開催の当社第105回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によっ

て法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに取締役（業務執行取締役等であ

る者を除く。）および監査役として適切な人材の招聘を容易にするため、当社と取締役（業務執行

取締役等である者を除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定

として、定款第24条（取締役の責任免除）および第31条（監査役の責任免除）を新設いたしまし

た。

なお、定款第24条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

また、現行定款第21条（役付取締役および代表取締役）第２項の定めにより、現在は、取締役会

長、取締役社長、取締役副社長および専務取締役は代表取締役になることになっておりましたが、

取締役会に権限を委譲し、その決議によって代表取締役を選定できるよう、定款第21条第２項を変

更いたしました。

上記条文の新設にともない、条数の繰り下げを行いました。

 

（下線は変更部分）

現　行　定　款 変　　更　　案

（役付取締役および代表取締役） （役付取締役および代表取締役）

第21条　取締役会は、その決議により、取締役会長、取締
役社長各１名および業務の都合により、取締役
副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選
定することができる。

第21条 　　　　＜現行どおり＞

② 取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取
締役は各自当会社を代表し、取締役会の決議を
執行する。

② 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定
する。

第22条～第23条　＜条文省略＞ 第22条～第23条　＜現行どおり＞

 （取締役の責任免除）

 ＜新設＞ 第24条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、
取締役会の決議によって、同法第423条第１項の
取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠
償責任を法令が規定する限度において免除する
ことができる。

 ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、
取締役（業務執行取締役等である者を除く。）
との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が規定する額とする。

第24条～第29条　＜条文省略＞ 第25条～第30条　＜現行どおり＞
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現　行　定　款 変　　更　　案

 （監査役の責任免除）

＜新設＞ 第31条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、
取締役会の決議によって、同法第423条第１項の
監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠
償責任を法令が規定する限度において免除する
ことができる。

 ② 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、
監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、法令が規定する額とする。

第30条～第33条　＜条文省略＞ 第32条～第35条　＜現行どおり＞
 

　

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として、山口真史、山本大志、加藤善郎、武内優、古角保、寺町一憲、平光順二、大森治、

佐藤達男及び中村栄治の10名を選任いたしました。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
定款一部変更の件

28,687 163 0 (注)１  99.44

第２号議案
取締役10名選任の件

   

(注)２

  

 山口　真史 28,675 175 0 可決 99.39

 山本　大志 28,684 166 0 可決 99.42

 加藤　善郎 28,819 31 0 可決 99.89

 武内　優 28,819 31 0 可決 99.89

 古角　保 28,623 227 0 可決 99.21

 寺町　一憲 28,684 166 0 可決 99.42

 平光　順二 28,684 166 0 可決 99.42

 大森　治 28,684 166 0 可決 99.42

 佐藤　達男 28,684 166 0 可決 99.42

 中村　栄治 28,684 166 0 可決 99.42
 

(注) １．当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

２．当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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